
本 庄 商 工 会 議 所 婚 活 イ ベ ン ト 利 用 規 約 

この利用規約（以下、「本規約」という。）は、本庄商工会議所（以下、「当所」という。）

が企画・運営する婚活サービス（以下、「本サービス」という。）の利用条件を定めるも

のとする。本サービス参加者（以下、「参加者」という。）は、本規約のすべてに於いて

同意及び承認のうえ、本規約を遵守するものとする。 

 

第 1 条（適用） 

１．当所は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め（以

下、「個別規定」という。）をすることがある。これらの個別規定はその名称に関わらず、

本規約の一部を構成するものとする。 

２．本規約の規定が前条の個別規定の規定との間で矛盾が生じる場合には、個別規定に於い

て特段の定めがない限り、個別規定の規定が優先されるものとする。 

 

第 2 条（目的） 

本サービスは結婚を希望する参加者に対し、異性との出逢いや交流の場を提供するものであ

り、出逢い、成婚を保証するものではない。 

 

第 3 条（参加資格） 

本サービスに参加される方は、以下の条件をすべて満たす必要がある。 

１．本規約に同意し、承認していること 

２．結婚又は異性との交際を真剣に希望していること。 

３．20 歳以上の独身の方（独身とは婚約者及び同棲関係を含む事実上の婚姻関係がないこ

とを指す） 

４．当所会員事業所の従業員であること。または、その事業所から紹介を受けた方 

５．当所がイベント運営上，問題無いと独自で判断した方 

６．本サービスの参加にあたり、本人確認書類（運転免許証等）の提出を求められた場合に

提出できる方 

７．氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号等の申告事項に偽りの記載がないこと 



第 4 条（申込方法） 

参加希望者が当所所定の方法で各イベントへの参加申込を行い、当所から参加が確定した旨

を参加者へ連絡した時点で、参加申込が完了し、イベント参加申込契約が成立する。なお、

参加申込の時点で参加者は本規約に同意したものとみなす。 

 

第 5 条（参加費用） 

１．本サービスの参加費用・支払方法については、各サービスの募集要項に定める通りとす

る。 

２．各イベントで定めるキャンセル期限を越えてキャンセルした場合は、参加費用全額を承

ることとする。 

３．事前連絡なしにキャンセルされた場合は、参加費用全額を承り、料金の返還は一切行わ

ないものとする。 

４．参加資格を持たずに申込、料金を支払った場合、又第６条により強制退場された場合に

おいても料金の返還は一切行わないものとする。 

 

第 6 条（禁止行為） 

本サービス利用者は、以下に掲げる行為をしてはならない。利用者が以下に掲げる行為の何 

れかに該当する事由があった場合、又そのおそれがあると判断した場合、当所は当該利用者 

に対し、その後の利用において制限を設ける。なお、事前通告なしに会場から強制退出させ 

ることもできることとする。 

１．本規約に違反した場合 

２．申込内容に虚偽があることが判明した場合 

３．他の参加者に不快感を与える行為をした場合 

４．他の参加者に対する営業活動、商品販売、勧誘等当該イベントの本来の目的とは異なる

目的で参加した場合 

５．飲酒などの強引な誘い等、他の参加者に対する強要行為をした場合 

６．イベント参加時の連絡先の交換は、事件・事故防止の為違反行為とする。ただし、カッ

プルになった際にお互いが同意した場合は交換を許す。 

７．暴力団、反社会的勢力・団体等の関係者でないこと 

８．その他法令・公序良俗に反する行為を行った場合 

 



第 7 条（個人情報） 

申込の際に得た個人情報は、本サービスの運営・その他本人の希望する範囲での情報提供で 

のみ利用するものとする。 

 

第 8 条（守秘義務） 

１．当所は、参加者に関する情報につき秘密を厳守し、これを正当な目的以外では使用しな

い。 

また、参加者の承諾を得ることなく、第三者に対して当該参加者の住所、氏名その他個

人の特定になりうる情報を一切開示しない。 

２．当所すべての職員・本サービス関係者は、個人情報の重要性と基本原則を正しく認識し、

その他個人情報に関する法令及び規範を遵守する。 

 

第 9 条（損害賠償） 

１．当該イベントに関連して、参加者が主催者である当所に損害を与えた場合、当所は参加

者に対し損害賠償請求を行う事ができるものとする。 

２．参加者が当該イベントを通して他の参加者と交際することとなった場合、自己責任のも

と交際することとし、交際に伴い当事者間で損害賠償問題等が発生した場合、その責任

は参加者に帰するものとし、当所は一切の責任を負わないものとする。 

 

第 10 条（規約変更） 

当所は必要に応じ、本規約を改訂できるものとし、参加者は改定後の規約に従うものとする。 

 

施行日 令和元年 10 月 1 日 

 

【お問合せ先】 

 当該イベントに関するお問合せ・ご相談等は下記にお願いいたします。 

 本庄商工会議所 営業時間 8：30～17：00 

 〒367-8555 埼玉県本庄市朝日町 3－1－35 

TEL：0495-22-5241 

婚活事業担当 


